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南関町地域福祉計画
地 域 福 祉 活 動 計 画 

概要版

　地域福祉計画とは、住民のつながりを強め、相互の支え合いによる福祉活動を推進するとともに、住民による福祉

活動と行政による公的なサービスを結び付け、様々な生活課題の解決を目指す計画であり、地域福祉活動計画は、地

域福祉の推進に関わるすべての人が、地域の福祉課題を共有し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づく

りを実現するためにどのような取組を行うべきか取りまとめた計画です。行政計画である地域福祉計画と連携・協働

しつつ、地域福祉推進に関わる福祉・保健等の関係団体や事業者、ボランティアや各種 NPO 法人、そして地域住民

一人ひとりが、それぞれの立場で今後の地域福祉を推進していくことを目的とする民間の活動・行動計画です。

『 地 域 福 祉 計 画 』『 地 域 福 祉 活 動 計 画 』 と は

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、

地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、

人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

● 居場所つくり
● 社会とのつながり
● 多様性を尊重し 

包摂する地域文化

● 生きがいづくり
● 安心感ある暮らし
● 健康づくり、介護予防
● ワークライフバランス

支え・支えられる関係の循環

すべての人の生活の基盤としての地域

〜誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成〜

● 社会経済の担い手輩出
● 地域資源の有効活用。

雇用創出等による経
済価値の創出

● 就労や社会参加の場や
機会の提供

● 多様な主体による
暮らしへの支援への参画

すべての社会・経済活動の基盤としての地域

地域における人と資源の循環
〜地域社会の持続的発展の実現〜

農林 環境産業 交通



　「福祉や保健などの多様な生活課題に地域全体で取り
組む仕組み」と捉え、行政や事業者だけではなく、地域
住民もその課題解決に向け、自発的に取り組み、地域に
即した創意と工夫による福祉活動を総合的に推進しま
す。したがって、高齢者、障がい者、子どもなど、対象
者ごとに捉えられている福祉に対して地域社会を基盤と
し、協働に基づいて、身近な地域社会を構築することで、
一人ひとりのよりよい福祉の実現を目指すものです。
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地域などで
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（相互の自発的な支え合い）

行政などの
公的サービスを

受ける
（税金による公的負担）

自分で
できることは
自分でする

（自らの選択・自己負担）

社会保険制度を
活用する

（保険料などの負担）

地 域 福 祉 の 目 指 す と こ ろ

　令和４年度から令和８年度までの５年間とします。社会情勢の変化や関連計画との整合性を図るため、計画の中間
年度である令和６年度に中間評価を行います。そのほか令和４年度より毎年１回、前年度の取組状況について関係各
課・関係団体と協議し、地域福祉の推進に向けた施策等への反映と計画の見直しを行います。

計 画 の 期 間

地域共生社会とは？

　制度・分野ごとの『縦割り』や
「支え手」「受け手」という関係を超
えて、地域住民や地域の多様な主体
が『我が事』として参画し、人と人、
人と資源が世代や分野を超えて『丸
ごと』つながることで、住民一人ひ
とりの暮らしと生きがい、地域をと
もに創っていく社会のことです。

今ある人や資源のつながりの在り方を検討し、 “ 関わり合う ” 地域をつくる
❶ 仕組みや枠組みに捉われず、地域課題の解決に取り組む “コミュニティ” づくり
❷ 多様なつながりが生まれ、誰もが社会参加できる地域づくり
❸ 多様な “コミュニティ” と専門職・行政との連携

「支え手」「受け手」に分かれるのではなく、
地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、
自分らしく活躍できる地域コミュニティづくりを行い、
公的な福祉サービスと住民主体の活動が協働し、助け合いながら
暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指します。

地域共生
社会の
実現へ

南 関 町 が 目 指 す 地 域 共 生 社 会

総人口の推移と将来設計

　本町の人口の推移をみると、総人口
は減少傾向であり、令和２年（2020年）
では8,969人（３月末）となっています。
　年齢区分別人口割合をみると、年
少 人 口 及 び 生 産 年 齢 人 口（64歳 未
満）の人口の減少にともない、老年
人口（65歳以上）の人口割合が増加
し、令和22年（2040年）に高齢化率
は44.2% になると予測されています。

南 関 町 に お け る 地 域 福 祉 を 取 り 巻 く 現 状 と 課 題
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（出典）平成17年（2005）～平成27年（2015）まで：総務省「国勢調査」 
　　　令和２年（2020）以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年（2018）推計）」

　 　南関町の人口３区分の見通し　　 



　本計画では、第１次南関町地域福祉計画において定めた「誰に

でもどんなときにもやさしいまちづくり」を基本理念として継承

し、福祉に関するより一層充実した取組を図り、すべての町民が

安心して暮らせる、人にやさしいまちの実現を目指します。

基 本 理 念 及 び 基 本 目 標

誰にでも どんなときにも

やさしいまちづくり

基 本 理 念

共
に
支
え
合
う
地
域
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ミ
ュ
ニ
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く
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　地域での支え合いや助け合いの仕組みと体制を整備するとともに、福祉サービスの提供体制の充実を
図ることで、地域において住民一人ひとりが自立性と主体性を持った環境づくりに努めます。

地域で支え合い、助け合うまちづくり

社協の事業�
⃝ふれあいサロン　⃝福祉員活動の推進　⃝生活支援体制整備事業
⃝認知症サポーターの普及推進　　　　　 ⃝地域福祉活動助成金事業
⃝ファミリー・サポート・センター事業　 ⃝居宅介護支援事業
⃝訪問介護事業　　⃝介護予防・日常生活支援総合事業
⃝障がい者自立支援サービス事業　など

１ 地域における身近な助け合い

２ 気軽に集える交流の場と居場所づくり

３  福祉サービスの充実とネットワークの強化

基本目標１

　地域福祉を担う人材の確保と福祉教育を通じた人材育成の推進を図り、住民の福祉に対する関心を高めると
ともに、地域活動やボランティア活動の活性化により、すべての人が社会参加できる体制づくりを目指します。

地域に関心を持ち、活気のあるまちづくり

社協の事業��
⃝福祉員活動の推進　⃝社会福祉協議会会員募集
⃝ボランティア活動の啓発及び推進
⃝赤い羽根共同募金運動　など

１ 福祉教育活動及び福祉人材の育成

２ 地域活動・ボランティア活動による社会参加促進

３ 情報提供の充実

基本目標２

　災害などから町民を守るための活動を進めるとともに、成年後見制度の利用促進や虐待・暴力などの人権
侵害への対応、男女平等なまちづくりを目指し、安心・安全な暮らしを地域で支える体制の強化を図ります。

地域で安心・安全な暮らしを支えるまちづくり

社協の事業��
⃝災害ボランティアセンターの機能強化
⃝地域福祉権利擁護事業
⃝預かりサービス
⃝健康と福祉のつどい　など

１ 人権と福祉の制度や支援を考える地域づくり

２ 災害に備えた地域づくり

３ 成年後見制度の利用促進 ( 成年後見制度利用促進計画 )

４ 虐待防止のための支援強化

基本目標３

　地域において子どもから高齢者まで、すべての人が安心して快適に生活できるよう、福祉などに関す
る相談体制の充実や様々な関係機関が連携した包括的な支援を行う体制づくりを進めるとともに、生活
環境の整備に取り組みます。

地域のニーズに対応できるまちづくりくり

社協の事業��
⃝生活困窮者自立支援事業　⃝心配ごと相談
⃝無料法律相談　⃝高齢者移送サービス事業　など

１ 包括的な相談支援体制の充実

２ すべての人にやさしい住環境の整備

基本目標４

※各基本目標で重なる事業もあります。
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　本町が目指す基本理念「誰にでもどんなときにもやさしいまちづくり」の達成に向けて、行政だけではなく、町民

や行政区、社会福祉協議会、地域の活動団体、地域で活動する社会福祉関係団体など、各主体それぞれが多様性を受

け止め、お互いに協働・連携して計画を推進していくことが大切です。

各 主 体 の 役 割

・地域や行政区が実施する
活動や行事を支援します

・地域において安心して
暮らせる基盤づくりを
進めます

・相談支援体制の強化に
努めます

など

・区長や民児委員などによる
見守り活動を支援します

・広報誌やホームページ
などを活用し、地域福
祉への関心や普及啓発
を図ります

・相談支援体制の強化に
努めます

など

住民の役割 行政の役割 
社会福祉
協議会
の役割 

地域・
事業所・団体

の役割 

・近所等のコミュニケ ー
ションを大切にしましょう

・地域の活動や行事など
に参加しましょう

・福祉に関する理解や意
識を持ちましょう

など

・地域における福祉活動に対し
て積極的に協力しましょう

・サービス利用者の意見を聴
いて、より良いサービス提
供に努めましょう

・従業員の専門知識と福祉に関
する意識の向上を図りましょう

など

　本計画に基づく地域福祉の取組を効果的

かつ継続的に推進していくため、住民や地

域の組織、団体の代表、福祉関係団体の代

表等により構成する「南関町地域福祉計画

等進行管理委員会」を設置します。

　また、PDCA サイクル（計画策定—

計画実行—事業評価—見直し）により、

進捗状況の評価、結果の反映、施策の見

直しを行い、次計画の策定前には住民意

識調査等を実施し、計画の進捗管理の資

料とします。

計 画 の 進 行 管 理 及 び 進 捗 状 況 の 評 価

改善し
次回へつなぐ

・改善提案

計画策定

・現状の把握
・手段の選択
・意識の共有
・目標の設定

計画を実行
・体制づくり
・環境整備
・施策・事業の展開

事業を評価・分析

・成果指標⇔結果の比較
・振り返り評価
・意識調査（５年ごと）

地域福祉の推進

02
Do

01
Plan

04
Action

03
Check


